
１）淡水エビ類
　ヌマエビ科カワリヌマエビ属のミナミヌマエビは、本州中部から
鹿児島県までの日本南西部に生息する淡水エビです。1969年以
降、韓国および中国からシナヌマエビを含む日本には生息しない
カワリヌマエビ類が、「ブツエビ」の商品名で輸入されています。
現在、本属の分類体系が混乱しているため、形態による種や亜種
の同定が困難になっています。また、カワリヌマエビ属エビ類は、
釣り具店だけではなくペットショップからインターネット販売される
場合があり、全国への分布拡散に寄与したと考えられます。

　スジエビをはじめとするテナガエビ科スジエビ属の淡水エビ類
は、「シラサエビ（モエビ）」の商品名で販売されており、琵琶湖や
国内各地の湖沼で採取されているほか、1969年以降韓国や中国か
ら輸入されています。チュウゴクスジエビは、スジエビに酷似した
淡水エビであり、中国やシベリアに分布しています。本種は、
2005年に静岡県浜松市の溜池において初めて確認され、その後
2019年の時点で宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、
広島県、香川県、および福岡県など2１都府県の河川のワンドや湖
沼、溜池および水路で確認されています（図6、7）。本種とスジエ
ビは頭胸甲の模様によって判別可能であるものの、輸入業者や釣
り具店員は両種の違いを認識せずに流通させており、釣り餌とし
て販売された本種が人為的に野外に放たれたものと推測されてい
ます。

　テナガエビ科に属するスジエビ類は、水産資源保護法の改
正により2016年７月から輸入検疫が必要となりました。輸入
業者は検疫中に大部分のエビが死んでしまうと判断して輸入
を停止しましたが、それ以降もすでに国内に定着したチュウゴ
クスジエビが釣り餌として流通される事例も確認されており、
日本各地への侵入と定着について今後も留意しておく必要が
あります。

２）多毛類　
　アオゴカイは、朝鮮半島や中国大陸（黄海および東シナ海）
の泥質干潟に分布しており、1969年以降大量に捕獲され、釣
り餌として日本およびヨーロッパに輸出されています。本種
は、釣り餌として輸入される以前の1908年に東京湾（隅田川
河口）からの採集記録があるため在来種であるとみなされて
いますが、現在個体群が維持されている国内の生息地は知ら
れていません。地中海西部のスペイン沿岸では、釣り人に
よって投棄されたと思われる本種の侵入と定着が確認されて
います。日本でも東京湾の周辺干潟では釣り人によって投棄
された可能性が高い個体がしばしば見つかっていますが、今
のところ繁殖は確認されていないようです。

　釣り餌としてのイワムシ属多毛類は、上述したように非在来
種であるストロームシやホンサムシがインドネシアや中国から
日本へ輸出されてきました。近年、東京湾（三番瀬および養
老川河口）から在来イワムシとは体色の異なるイワムシ属多毛
類が確認されており、その塩基配列がデータベースに登録さ
れていないため未記載の外来種である可能性があります。

4. 釣り餌動物が野外の生態系に及ぼす影響
　釣り餌動物の中で、とくに淡水エビ類は日本の在来性水生
動物に対する生息場所や餌をめぐる競合や遺伝的撹乱、ある
いは非意図的な水生動物の混入などの影響を及ぼす可能性
が指摘されています。

１）淡水エビ類の侵入による影響
　カワリヌマエビ類は日本各地に侵入していますが、ミナミヌ

マエビの分布域である西日本では、純系のミナミヌマエビとその
外来個体群や近縁亜種との交雑が進んでいる可能性もあり、現
在形態的および遺伝的な調査が進展しつつあります。また、東日
本においてはカワリヌマエビの侵入により、在来種ヌカエビの生
息に負の影響を及ぼすことが示唆されています。また、韓国産ス
ジエビと同じ塩基配列を持つスジエビが国内の複数地点で確認さ
れており、朝鮮半島から人為的にもたらされた可能性があります。

２）釣り餌動物の流通にともなう非意図的な水生動物の混入
　輸入淡水エビ類には日本に分布域を持たないチョウセンブナや
ヨコシマドンコなどの非意図的な混入が報告されています（図8）。
これらの魚類は愛知県や茨城県の淡水域で生息が確認されてお
り、中国や韓国から持ち込まれた淡水魚種苗や釣り餌に混入した
個体が投棄されて野外に定着したものと推測されています。

　また、琵琶湖産スジエビにエビノコバンが混入していたことが
確認されました。エビノコバンは淡水産の寄生性等脚類で、スジ
エビなどの淡水エビ類の体表に付着することが知られています。

　海産釣り餌動物では、中国から輸入されたタカノケフサイソガニ
にヒメモクズガニを含む複数種のカニ類が混入しています。環境
省版海洋生物レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA類（CR）に指定さ
れているヒメモクズガニは現在有明海でのみ確認されていますが、
生息域以外に投棄された場合にはその分布に影響を及ぼす可能
性があります。
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されている種を指し、多毛類のエノシマイソメ、エラコ、甲殻類の
キシエビ、魚類のイカナゴ、ウグイなどの合計12種が該当しました
（図4）。

４）国内から流通された外来種は、もともと日本に生息していなかっ
た種が国内の生息地に侵入・定着して外来種となり釣り餌として流通
されているものを指し、甲殻類のヨーロッパフジツボ、アメリカザリガ
ニ、貝類のムラサキイガイ、ミドリイガイなどの合計5種が該当しまし
た（図5）。これらの種はいずれも環境省・農林水産省の生態系被害
防止外来種リストに掲載されています。

3. 野外へ侵入する釣り餌動物
　釣り餌動物の場合、国外から流通された非在来種として6種が明
らかとなっていますが、この中で野外に侵入・定着し外来種となった
例としてシナヌマエビを含むカワリヌマエビ類やチュウゴクスジエビな
どの淡水性エビ類が報
告されています。また、
多毛類では輸入アオゴ
カイが野外で確認されて
います。

釣り餌動物の流通および野外への侵入状況 

1. はじめに
　海釣りに利用される多毛類やエビ類をはじめとする活きた釣り餌
動物は、日本国内で採捕や養殖されているほかに1969年より韓国
から輸入され始め、ピーク時の1990～2000年代に中国や東南ア
ジアなどから年間1000トン前後輸入されていました。また、哺乳
類、は虫類、および昆虫類など生きている動物の分類群別輸入総
数をみると、その90％以上は釣り餌動物が占めるとする報告もあ
ります。これまで水生動物の侵入経路として貨物船のバラスト水、
水産種苗および観賞用として意図的・非意図的に持ち込まれるこ
とが注目されてきました。しかし、上記のように釣り餌動物は輸入
総数が極めて大きいにもかかわらず、各種の輸入実態がよくわ
かっていませんでした。そこで、著者が近年調査してきた国内に
おける釣り餌動物の流通状況および外来種としての野外への侵入
状況について紹介します。

2. 釣り餌動物の流通状況
　仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、広島および福岡などの都
市部の釣り具店において流通されている釣り餌動物を調査したと
ころ、多毛類、甲殻類、貝類および魚類など合計42種が確認さ
れ、その中で25種（60％）が中国を中心に、韓国、インドネシア、

ベトナムおよびオランダから輸入されている実態が浮かび上が
りました（図1）。また、それらの流通経路は以下の4つのパ
ターンに分けられました（表1）。

１）国外から流通された非在来種は、国外から持ち込まれた
これまで日本に生息していなかった種を指し、多毛類のアオコ
ガネ、スーパーコールデル、ストロームシ、ホンサムシ、甲殻
類のチュウゴクスジエビ、カワリヌマエビ類（シナヌマエビ）の
合計６種が該当しました（図2）。

２）国外から流通された在来種は、もともと日本に生息するとさ
れる在来種ではありますが国内の資源量が減少したため流通
量の大部分を輸入に依存している種を指し、多毛類の代表的
な釣り餌動物であるアオゴカイ、イワムシ、甲殻類のスジエビ、
タカノケフサイソガニなどの合計19種が該当しました（図3）。こ
れらの中でウチワゴカイ、アカムシ、ユムシ、スジホシムシは
環境省版海洋生物レッドリストにおいて準絶滅危惧（NT）に指
定されています。ただし、スジエビ類は輸入検疫に関する制
度が変更となり（後述）、2016年以降は輸入が行われておら
ず、琵琶湖産個体の流通が主体となっています。

３）国内から流通された在来種は、国内の産地からのみ流通
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5. まとめ
　釣り餌動物の輸入が1969年に始まって50年が経過しまし
た。これまで釣り餌動物の中で特定外来生物に指定され輸
入禁止となった種はいないものの、検疫の対象となり輸入が
停止したスジエビ類を除き現在も輸入が継続されています。
今後、対象魚や釣法の変化にともなって、釣り餌動物の種
類が新たに追加される可能性も否定できません。

　外来種の増加を防ぐためには、まずその侵入経路を把握
することが必要となります。釣り餌動物の多くは、輸入個体
であると理解されないままに、余った場合野外に投棄された
り、増殖目的で放流されてきたものと推察されます。

　したがって、輸入釣り餌動物が野外に侵入・定着すれば
外来種となるということや、在来種との形態的な識別点およ
び野外での出現情報に関する情報発信を続けていくことが、
今後も重要になると思われます。

　　　　　　        区分 分類群 種数     種名         

国外から流通された非在来種 多毛類 4 ｱｵｺｶﾞﾈ*，ｽｰﾊﾟｰｺｰﾙﾃﾞﾙ*，ｽﾄﾛｰﾑｼ*，ﾎﾝｻﾑｼ*         

 甲殻類 2 ﾁｭｳｺﾞｸｽｼﾞｴﾋﾞ，ｶﾜﾘﾇﾏｴﾋﾞ類 (ｼﾅﾇﾏｴﾋﾞ)         

            
国外から流通された在来種 多毛類 10 ｲｼｲｿｺﾞｶｲ，ｱｵｺﾞｶｲ，ｳﾁﾜｺﾞｶｲ，ﾁﾛﾘ，ｽｺﾞｶｲｲｿﾒ，ｲﾜﾑｼ，ﾅｶﾞｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ，ｱｶﾑｼ，ﾕﾑｼ，ｽｼﾞﾎｼﾑｼ 

 甲殻類 6 ｽｼﾞｴﾋﾞ，ｱﾅｼﾞｬｺ，ﾆﾎﾝｽﾅﾓｸﾞﾘ，ﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ，ｲｿｶﾞﾆ，ﾀｶﾉｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ         

 貝類 1 ｲｿｼｼﾞﾐ         

 魚類 2 ﾓﾂｺﾞ，ﾄﾞｼﾞｮｳ         

            
国内から流通された在来種 多毛類 3 ﾔﾏﾄｶﾜｺﾞｶｲ，ｴﾉｼﾏｲｿﾒ，ｴﾗｺ         

 甲殻類 6 ｷｼｴﾋﾞ，ｸﾙﾏｴﾋﾞ，ﾖｼｴﾋﾞ，ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ，ｽﾍﾞｽﾍﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ，ｺﾒﾂｷｶﾞﾆ         

 魚類 3 ｲｶﾅｺﾞ，ｳｸﾞｲ，ｼﾛｳｵ         

            
国内から流通された外来種 甲殻類 2 ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｼﾞﾂﾎﾞ，ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ         

 貝類 3 ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ，ｺｳﾛｴﾝｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ，ﾐﾄﾞﾘｲｶﾞｲ         

            
＊のついた種は和名がないため商品名で示す。            

釣り餌動物の流通経路表1

（　　　　　）図2参照

（　　　　　）図3参照

（　　　　　）図4参照

（　　　　　）図5参照
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れているヒメモクズガニは現在有明海でのみ確認されていますが、
生息域以外に投棄された場合にはその分布に影響を及ぼす可能
性があります。

されている種を指し、多毛類のエノシマイソメ、エラコ、甲殻類の
キシエビ、魚類のイカナゴ、ウグイなどの合計12種が該当しました
（図4）。

４）国内から流通された外来種は、もともと日本に生息していなかっ
た種が国内の生息地に侵入・定着して外来種となり釣り餌として流通
されているものを指し、甲殻類のヨーロッパフジツボ、アメリカザリガ
ニ、貝類のムラサキイガイ、ミドリイガイなどの合計5種が該当しまし
た（図5）。これらの種はいずれも環境省・農林水産省の生態系被害
防止外来種リストに掲載されています。

3. 野外へ侵入する釣り餌動物
　釣り餌動物の場合、国外から流通された非在来種として6種が明
らかとなっていますが、この中で野外に侵入・定着し外来種となった
例としてシナヌマエビを含むカワリヌマエビ類やチュウゴクスジエビな
どの淡水性エビ類が報
告されています。また、
多毛類では輸入アオゴ
カイが野外で確認されて
います。

1. はじめに
　海釣りに利用される多毛類やエビ類をはじめとする活きた釣り餌
動物は、日本国内で採捕や養殖されているほかに1969年より韓国
から輸入され始め、ピーク時の1990～2000年代に中国や東南ア
ジアなどから年間1000トン前後輸入されていました。また、哺乳
類、は虫類、および昆虫類など生きている動物の分類群別輸入総
数をみると、その90％以上は釣り餌動物が占めるとする報告もあ
ります。これまで水生動物の侵入経路として貨物船のバラスト水、
水産種苗および観賞用として意図的・非意図的に持ち込まれるこ
とが注目されてきました。しかし、上記のように釣り餌動物は輸入
総数が極めて大きいにもかかわらず、各種の輸入実態がよくわ
かっていませんでした。そこで、著者が近年調査してきた国内に
おける釣り餌動物の流通状況および外来種としての野外への侵入
状況について紹介します。

2. 釣り餌動物の流通状況
　仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、広島および福岡などの都
市部の釣り具店において流通されている釣り餌動物を調査したと
ころ、多毛類、甲殻類、貝類および魚類など合計42種が確認さ
れ、その中で25種（60％）が中国を中心に、韓国、インドネシア、

ベトナムおよびオランダから輸入されている実態が浮かび上が
りました（図1）。また、それらの流通経路は以下の4つのパ
ターンに分けられました（表1）。

１）国外から流通された非在来種は、国外から持ち込まれた
これまで日本に生息していなかった種を指し、多毛類のアオコ
ガネ、スーパーコールデル、ストロームシ、ホンサムシ、甲殻
類のチュウゴクスジエビ、カワリヌマエビ類（シナヌマエビ）の
合計６種が該当しました（図2）。

２）国外から流通された在来種は、もともと日本に生息するとさ
れる在来種ではありますが国内の資源量が減少したため流通
量の大部分を輸入に依存している種を指し、多毛類の代表的
な釣り餌動物であるアオゴカイ、イワムシ、甲殻類のスジエビ、
タカノケフサイソガニなどの合計19種が該当しました（図3）。こ
れらの中でウチワゴカイ、アカムシ、ユムシ、スジホシムシは
環境省版海洋生物レッドリストにおいて準絶滅危惧（NT）に指
定されています。ただし、スジエビ類は輸入検疫に関する制
度が変更となり（後述）、2016年以降は輸入が行われておら
ず、琵琶湖産個体の流通が主体となっています。

３）国内から流通された在来種は、国内の産地からのみ流通

5. まとめ
　釣り餌動物の輸入が1969年に始まって50年が経過しまし
た。これまで釣り餌動物の中で特定外来生物に指定され輸
入禁止となった種はいないものの、検疫の対象となり輸入が
停止したスジエビ類を除き現在も輸入が継続されています。
今後、対象魚や釣法の変化にともなって、釣り餌動物の種
類が新たに追加される可能性も否定できません。

　外来種の増加を防ぐためには、まずその侵入経路を把握
することが必要となります。釣り餌動物の多くは、輸入個体
であると理解されないままに、余った場合野外に投棄された
り、増殖目的で放流されてきたものと推察されます。

　したがって、輸入釣り餌動物が野外に侵入・定着すれば
外来種となるということや、在来種との形態的な識別点およ
び野外での出現情報に関する情報発信を続けていくことが、
今後も重要になると思われます。

　　　　　　        区分 分類群 種数     種名         

国外から流通された非在来種 多毛類 4 ｱｵｺｶﾞﾈ*，ｽｰﾊﾟｰｺｰﾙﾃﾞﾙ*，ｽﾄﾛｰﾑｼ*，ﾎﾝｻﾑｼ*         

 甲殻類 2 ﾁｭｳｺﾞｸｽｼﾞｴﾋﾞ，ｶﾜﾘﾇﾏｴﾋﾞ類 (ｼﾅﾇﾏｴﾋﾞ)         

            
国外から流通された在来種 多毛類 10 ｲｼｲｿｺﾞｶｲ，ｱｵｺﾞｶｲ，ｳﾁﾜｺﾞｶｲ，ﾁﾛﾘ，ｽｺﾞｶｲｲｿﾒ，ｲﾜﾑｼ，ﾅｶﾞｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ，ｱｶﾑｼ，ﾕﾑｼ，ｽｼﾞﾎｼﾑｼ 

 甲殻類 6 ｽｼﾞｴﾋﾞ，ｱﾅｼﾞｬｺ，ﾆﾎﾝｽﾅﾓｸﾞﾘ，ﾔﾏﾄｵｻｶﾞﾆ，ｲｿｶﾞﾆ，ﾀｶﾉｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ         

 貝類 1 ｲｿｼｼﾞﾐ         

 魚類 2 ﾓﾂｺﾞ，ﾄﾞｼﾞｮｳ         

            
国内から流通された在来種 多毛類 3 ﾔﾏﾄｶﾜｺﾞｶｲ，ｴﾉｼﾏｲｿﾒ，ｴﾗｺ         

 甲殻類 6 ｷｼｴﾋﾞ，ｸﾙﾏｴﾋﾞ，ﾖｼｴﾋﾞ，ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ，ｽﾍﾞｽﾍﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ，ｺﾒﾂｷｶﾞﾆ         

 魚類 3 ｲｶﾅｺﾞ，ｳｸﾞｲ，ｼﾛｳｵ         

            
国内から流通された外来種 甲殻類 2 ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｼﾞﾂﾎﾞ，ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ         

 貝類 3 ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ，ｺｳﾛｴﾝｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ，ﾐﾄﾞﾘｲｶﾞｲ         

            
＊のついた種は和名がないため商品名で示す。            

＊のついた種は和名がないため商品名で示す。
赤：多毛類，青：甲殻類，紫：貝類，黒：魚類

図1 釣り餌動物の輸入経路

図2 国外から流通された在来性釣り餌動物図3

図4 国内から流通された在来性釣り餌動物

図5 国内から流通された外来性釣り餌動物国外から流通された非在来性釣り餌動物
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１）淡水エビ類
　ヌマエビ科カワリヌマエビ属のミナミヌマエビは、本州中部から
鹿児島県までの日本南西部に生息する淡水エビです。1969年以
降、韓国および中国からシナヌマエビを含む日本には生息しない
カワリヌマエビ類が、「ブツエビ」の商品名で輸入されています。
現在、本属の分類体系が混乱しているため、形態による種や亜種
の同定が困難になっています。また、カワリヌマエビ属エビ類は、
釣り具店だけではなくペットショップからインターネット販売される
場合があり、全国への分布拡散に寄与したと考えられます。

　スジエビをはじめとするテナガエビ科スジエビ属の淡水エビ類
は、「シラサエビ（モエビ）」の商品名で販売されており、琵琶湖や
国内各地の湖沼で採取されているほか、1969年以降韓国や中国か
ら輸入されています。チュウゴクスジエビは、スジエビに酷似した
淡水エビであり、中国やシベリアに分布しています。本種は、
2005年に静岡県浜松市の溜池において初めて確認され、その後
2019年の時点で宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、
広島県、香川県、および福岡県など2１都府県の河川のワンドや湖
沼、溜池および水路で確認されています（図6、7）。本種とスジエ
ビは頭胸甲の模様によって判別可能であるものの、輸入業者や釣
り具店員は両種の違いを認識せずに流通させており、釣り餌とし
て販売された本種が人為的に野外に放たれたものと推測されてい
ます。

　テナガエビ科に属するスジエビ類は、水産資源保護法の改
正により2016年７月から輸入検疫が必要となりました。輸入
業者は検疫中に大部分のエビが死んでしまうと判断して輸入
を停止しましたが、それ以降もすでに国内に定着したチュウゴ
クスジエビが釣り餌として流通される事例も確認されており、
日本各地への侵入と定着について今後も留意しておく必要が
あります。

２）多毛類　
　アオゴカイは、朝鮮半島や中国大陸（黄海および東シナ海）
の泥質干潟に分布しており、1969年以降大量に捕獲され、釣
り餌として日本およびヨーロッパに輸出されています。本種
は、釣り餌として輸入される以前の1908年に東京湾（隅田川
河口）からの採集記録があるため在来種であるとみなされて
いますが、現在個体群が維持されている国内の生息地は知ら
れていません。地中海西部のスペイン沿岸では、釣り人に
よって投棄されたと思われる本種の侵入と定着が確認されて
います。日本でも東京湾の周辺干潟では釣り人によって投棄
された可能性が高い個体がしばしば見つかっていますが、今
のところ繁殖は確認されていないようです。

　釣り餌としてのイワムシ属多毛類は、上述したように非在来
種であるストロームシやホンサムシがインドネシアや中国から
日本へ輸出されてきました。近年、東京湾（三番瀬および養
老川河口）から在来イワムシとは体色の異なるイワムシ属多毛
類が確認されており、その塩基配列がデータベースに登録さ
れていないため未記載の外来種である可能性があります。

4. 釣り餌動物が野外の生態系に及ぼす影響
　釣り餌動物の中で、とくに淡水エビ類は日本の在来性水生
動物に対する生息場所や餌をめぐる競合や遺伝的撹乱、ある
いは非意図的な水生動物の混入などの影響を及ぼす可能性
が指摘されています。

１）淡水エビ類の侵入による影響
　カワリヌマエビ類は日本各地に侵入していますが、ミナミヌ

マエビの分布域である西日本では、純系のミナミヌマエビとその
外来個体群や近縁亜種との交雑が進んでいる可能性もあり、現
在形態的および遺伝的な調査が進展しつつあります。また、東日
本においてはカワリヌマエビの侵入により、在来種ヌカエビの生
息に負の影響を及ぼすことが示唆されています。また、韓国産ス
ジエビと同じ塩基配列を持つスジエビが国内の複数地点で確認さ
れており、朝鮮半島から人為的にもたらされた可能性があります。

２）釣り餌動物の流通にともなう非意図的な水生動物の混入
　輸入淡水エビ類には日本に分布域を持たないチョウセンブナや
ヨコシマドンコなどの非意図的な混入が報告されています（図8）。
これらの魚類は愛知県や茨城県の淡水域で生息が確認されてお
り、中国や韓国から持ち込まれた淡水魚種苗や釣り餌に混入した
個体が投棄されて野外に定着したものと推測されています。

　また、琵琶湖産スジエビにエビノコバンが混入していたことが
確認されました。エビノコバンは淡水産の寄生性等脚類で、スジ
エビなどの淡水エビ類の体表に付着することが知られています。

　海産釣り餌動物では、中国から輸入されたタカノケフサイソガニ
にヒメモクズガニを含む複数種のカニ類が混入しています。環境
省版海洋生物レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA類（CR）に指定さ
れているヒメモクズガニは現在有明海でのみ確認されていますが、
生息域以外に投棄された場合にはその分布に影響を及ぼす可能
性があります。

されている種を指し、多毛類のエノシマイソメ、エラコ、甲殻類の
キシエビ、魚類のイカナゴ、ウグイなどの合計12種が該当しました
（図4）。

４）国内から流通された外来種は、もともと日本に生息していなかっ
た種が国内の生息地に侵入・定着して外来種となり釣り餌として流通
されているものを指し、甲殻類のヨーロッパフジツボ、アメリカザリガ
ニ、貝類のムラサキイガイ、ミドリイガイなどの合計5種が該当しまし
た（図5）。これらの種はいずれも環境省・農林水産省の生態系被害
防止外来種リストに掲載されています。

3. 野外へ侵入する釣り餌動物
　釣り餌動物の場合、国外から流通された非在来種として6種が明
らかとなっていますが、この中で野外に侵入・定着し外来種となった
例としてシナヌマエビを含むカワリヌマエビ類やチュウゴクスジエビな
どの淡水性エビ類が報
告されています。また、
多毛類では輸入アオゴ
カイが野外で確認されて
います。

1. はじめに
　海釣りに利用される多毛類やエビ類をはじめとする活きた釣り餌
動物は、日本国内で採捕や養殖されているほかに1969年より韓国
から輸入され始め、ピーク時の1990～2000年代に中国や東南ア
ジアなどから年間1000トン前後輸入されていました。また、哺乳
類、は虫類、および昆虫類など生きている動物の分類群別輸入総
数をみると、その90％以上は釣り餌動物が占めるとする報告もあ
ります。これまで水生動物の侵入経路として貨物船のバラスト水、
水産種苗および観賞用として意図的・非意図的に持ち込まれるこ
とが注目されてきました。しかし、上記のように釣り餌動物は輸入
総数が極めて大きいにもかかわらず、各種の輸入実態がよくわ
かっていませんでした。そこで、著者が近年調査してきた国内に
おける釣り餌動物の流通状況および外来種としての野外への侵入
状況について紹介します。
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　仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、広島および福岡などの都
市部の釣り具店において流通されている釣り餌動物を調査したと
ころ、多毛類、甲殻類、貝類および魚類など合計42種が確認さ
れ、その中で25種（60％）が中国を中心に、韓国、インドネシア、

ベトナムおよびオランダから輸入されている実態が浮かび上が
りました（図1）。また、それらの流通経路は以下の4つのパ
ターンに分けられました（表1）。
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合計６種が該当しました（図2）。
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れる在来種ではありますが国内の資源量が減少したため流通
量の大部分を輸入に依存している種を指し、多毛類の代表的
な釣り餌動物であるアオゴカイ、イワムシ、甲殻類のスジエビ、
タカノケフサイソガニなどの合計19種が該当しました（図3）。こ
れらの中でウチワゴカイ、アカムシ、ユムシ、スジホシムシは
環境省版海洋生物レッドリストにおいて準絶滅危惧（NT）に指
定されています。ただし、スジエビ類は輸入検疫に関する制
度が変更となり（後述）、2016年以降は輸入が行われておら
ず、琵琶湖産個体の流通が主体となっています。
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5. まとめ
　釣り餌動物の輸入が1969年に始まって50年が経過しまし
た。これまで釣り餌動物の中で特定外来生物に指定され輸
入禁止となった種はいないものの、検疫の対象となり輸入が
停止したスジエビ類を除き現在も輸入が継続されています。
今後、対象魚や釣法の変化にともなって、釣り餌動物の種
類が新たに追加される可能性も否定できません。

　外来種の増加を防ぐためには、まずその侵入経路を把握
することが必要となります。釣り餌動物の多くは、輸入個体
であると理解されないままに、余った場合野外に投棄された
り、増殖目的で放流されてきたものと推察されます。

　したがって、輸入釣り餌動物が野外に侵入・定着すれば
外来種となるということや、在来種との形態的な識別点およ
び野外での出現情報に関する情報発信を続けていくことが、
今後も重要になると思われます。

図6 図7 国内におけるチュウゴクスジエビの出現状況国内で確認されたチュウゴクスジエビの生息場所
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１）淡水エビ類
　ヌマエビ科カワリヌマエビ属のミナミヌマエビは、本州中部から
鹿児島県までの日本南西部に生息する淡水エビです。1969年以
降、韓国および中国からシナヌマエビを含む日本には生息しない
カワリヌマエビ類が、「ブツエビ」の商品名で輸入されています。
現在、本属の分類体系が混乱しているため、形態による種や亜種
の同定が困難になっています。また、カワリヌマエビ属エビ類は、
釣り具店だけではなくペットショップからインターネット販売される
場合があり、全国への分布拡散に寄与したと考えられます。

　スジエビをはじめとするテナガエビ科スジエビ属の淡水エビ類
は、「シラサエビ（モエビ）」の商品名で販売されており、琵琶湖や
国内各地の湖沼で採取されているほか、1969年以降韓国や中国か
ら輸入されています。チュウゴクスジエビは、スジエビに酷似した
淡水エビであり、中国やシベリアに分布しています。本種は、
2005年に静岡県浜松市の溜池において初めて確認され、その後
2019年の時点で宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、
広島県、香川県、および福岡県など2１都府県の河川のワンドや湖
沼、溜池および水路で確認されています（図6、7）。本種とスジエ
ビは頭胸甲の模様によって判別可能であるものの、輸入業者や釣
り具店員は両種の違いを認識せずに流通させており、釣り餌とし
て販売された本種が人為的に野外に放たれたものと推測されてい
ます。

　テナガエビ科に属するスジエビ類は、水産資源保護法の改
正により2016年７月から輸入検疫が必要となりました。輸入
業者は検疫中に大部分のエビが死んでしまうと判断して輸入
を停止しましたが、それ以降もすでに国内に定着したチュウゴ
クスジエビが釣り餌として流通される事例も確認されており、
日本各地への侵入と定着について今後も留意しておく必要が
あります。

２）多毛類　
　アオゴカイは、朝鮮半島や中国大陸（黄海および東シナ海）
の泥質干潟に分布しており、1969年以降大量に捕獲され、釣
り餌として日本およびヨーロッパに輸出されています。本種
は、釣り餌として輸入される以前の1908年に東京湾（隅田川
河口）からの採集記録があるため在来種であるとみなされて
いますが、現在個体群が維持されている国内の生息地は知ら
れていません。地中海西部のスペイン沿岸では、釣り人に
よって投棄されたと思われる本種の侵入と定着が確認されて
います。日本でも東京湾の周辺干潟では釣り人によって投棄
された可能性が高い個体がしばしば見つかっていますが、今
のところ繁殖は確認されていないようです。

　釣り餌としてのイワムシ属多毛類は、上述したように非在来
種であるストロームシやホンサムシがインドネシアや中国から
日本へ輸出されてきました。近年、東京湾（三番瀬および養
老川河口）から在来イワムシとは体色の異なるイワムシ属多毛
類が確認されており、その塩基配列がデータベースに登録さ
れていないため未記載の外来種である可能性があります。

4. 釣り餌動物が野外の生態系に及ぼす影響
　釣り餌動物の中で、とくに淡水エビ類は日本の在来性水生
動物に対する生息場所や餌をめぐる競合や遺伝的撹乱、ある
いは非意図的な水生動物の混入などの影響を及ぼす可能性
が指摘されています。

１）淡水エビ類の侵入による影響
　カワリヌマエビ類は日本各地に侵入していますが、ミナミヌ

マエビの分布域である西日本では、純系のミナミヌマエビとその
外来個体群や近縁亜種との交雑が進んでいる可能性もあり、現
在形態的および遺伝的な調査が進展しつつあります。また、東日
本においてはカワリヌマエビの侵入により、在来種ヌカエビの生
息に負の影響を及ぼすことが示唆されています。また、韓国産ス
ジエビと同じ塩基配列を持つスジエビが国内の複数地点で確認さ
れており、朝鮮半島から人為的にもたらされた可能性があります。

２）釣り餌動物の流通にともなう非意図的な水生動物の混入
　輸入淡水エビ類には日本に分布域を持たないチョウセンブナや
ヨコシマドンコなどの非意図的な混入が報告されています（図8）。
これらの魚類は愛知県や茨城県の淡水域で生息が確認されてお
り、中国や韓国から持ち込まれた淡水魚種苗や釣り餌に混入した
個体が投棄されて野外に定着したものと推測されています。

　また、琵琶湖産スジエビにエビノコバンが混入していたことが
確認されました。エビノコバンは淡水産の寄生性等脚類で、スジ
エビなどの淡水エビ類の体表に付着することが知られています。

　海産釣り餌動物では、中国から輸入されたタカノケフサイソガニ
にヒメモクズガニを含む複数種のカニ類が混入しています。環境
省版海洋生物レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠA類（CR）に指定さ
れているヒメモクズガニは現在有明海でのみ確認されていますが、
生息域以外に投棄された場合にはその分布に影響を及ぼす可能
性があります。

されている種を指し、多毛類のエノシマイソメ、エラコ、甲殻類の
キシエビ、魚類のイカナゴ、ウグイなどの合計12種が該当しました
（図4）。

４）国内から流通された外来種は、もともと日本に生息していなかっ
た種が国内の生息地に侵入・定着して外来種となり釣り餌として流通
されているものを指し、甲殻類のヨーロッパフジツボ、アメリカザリガ
ニ、貝類のムラサキイガイ、ミドリイガイなどの合計5種が該当しまし
た（図5）。これらの種はいずれも環境省・農林水産省の生態系被害
防止外来種リストに掲載されています。

3. 野外へ侵入する釣り餌動物
　釣り餌動物の場合、国外から流通された非在来種として6種が明
らかとなっていますが、この中で野外に侵入・定着し外来種となった
例としてシナヌマエビを含むカワリヌマエビ類やチュウゴクスジエビな
どの淡水性エビ類が報
告されています。また、
多毛類では輸入アオゴ
カイが野外で確認されて
います。
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1. はじめに
　海釣りに利用される多毛類やエビ類をはじめとする活きた釣り餌
動物は、日本国内で採捕や養殖されているほかに1969年より韓国
から輸入され始め、ピーク時の1990～2000年代に中国や東南ア
ジアなどから年間1000トン前後輸入されていました。また、哺乳
類、は虫類、および昆虫類など生きている動物の分類群別輸入総
数をみると、その90％以上は釣り餌動物が占めるとする報告もあ
ります。これまで水生動物の侵入経路として貨物船のバラスト水、
水産種苗および観賞用として意図的・非意図的に持ち込まれるこ
とが注目されてきました。しかし、上記のように釣り餌動物は輸入
総数が極めて大きいにもかかわらず、各種の輸入実態がよくわ
かっていませんでした。そこで、著者が近年調査してきた国内に
おける釣り餌動物の流通状況および外来種としての野外への侵入
状況について紹介します。

2. 釣り餌動物の流通状況
　仙台、東京、浜松、名古屋、大阪、広島および福岡などの都
市部の釣り具店において流通されている釣り餌動物を調査したと
ころ、多毛類、甲殻類、貝類および魚類など合計42種が確認さ
れ、その中で25種（60％）が中国を中心に、韓国、インドネシア、

ベトナムおよびオランダから輸入されている実態が浮かび上が
りました（図1）。また、それらの流通経路は以下の4つのパ
ターンに分けられました（表1）。

１）国外から流通された非在来種は、国外から持ち込まれた
これまで日本に生息していなかった種を指し、多毛類のアオコ
ガネ、スーパーコールデル、ストロームシ、ホンサムシ、甲殻
類のチュウゴクスジエビ、カワリヌマエビ類（シナヌマエビ）の
合計６種が該当しました（図2）。

２）国外から流通された在来種は、もともと日本に生息するとさ
れる在来種ではありますが国内の資源量が減少したため流通
量の大部分を輸入に依存している種を指し、多毛類の代表的
な釣り餌動物であるアオゴカイ、イワムシ、甲殻類のスジエビ、
タカノケフサイソガニなどの合計19種が該当しました（図3）。こ
れらの中でウチワゴカイ、アカムシ、ユムシ、スジホシムシは
環境省版海洋生物レッドリストにおいて準絶滅危惧（NT）に指
定されています。ただし、スジエビ類は輸入検疫に関する制
度が変更となり（後述）、2016年以降は輸入が行われておら
ず、琵琶湖産個体の流通が主体となっています。

３）国内から流通された在来種は、国内の産地からのみ流通

5. まとめ
　釣り餌動物の輸入が1969年に始まって50年が経過しまし
た。これまで釣り餌動物の中で特定外来生物に指定され輸
入禁止となった種はいないものの、検疫の対象となり輸入が
停止したスジエビ類を除き現在も輸入が継続されています。
今後、対象魚や釣法の変化にともなって、釣り餌動物の種
類が新たに追加される可能性も否定できません。

　外来種の増加を防ぐためには、まずその侵入経路を把握
することが必要となります。釣り餌動物の多くは、輸入個体
であると理解されないままに、余った場合野外に投棄された
り、増殖目的で放流されてきたものと推察されます。

　したがって、輸入釣り餌動物が野外に侵入・定着すれば
外来種となるということや、在来種との形態的な識別点およ
び野外での出現情報に関する情報発信を続けていくことが、
今後も重要になると思われます。

図8

調査風景

淡水エビ類にともない非意図的に流通
された水生動物
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